
　　　　　建技号外
令和３年11月17日
（一社）静岡県建設業協会長
（一社）静岡県設備協会長
（一社）静岡県地質調査業協会長　様
静岡県交通基盤部建設経済局
技術調査課長
情報共有システムの令和４年度活用方針について (事前連絡)

平素より、静岡県の建設行政に御協力いただきありがとうございます。
さて、現在、経済産業部、交通基盤部発注の公共工事につきましては、当初契約額２千万円以上の工事は、情報共有システムを用いて一部の書類のやり取りを行っております。
この度、この情報共有システムの活用について、下記のとおり、対象を拡大するとともに、一部運用を変更することとしましたので、担当者への周知をお願いします。

記

１　工事規模
　当初契約額２千万円以上の工事から当初契約額５百万円以上の工事に拡大

２　主な運用変更
　・電子納品の方法は、情報共有システムによるオンライン納品を原則としますが、やむを得ない場合は、受注者からの申し出により電子媒体（CD,DVD）による電子納品も可とします。
　・工期が短い、段階確認が少ない現場については、契約後、受注者協議で情報共有システム利用の対象外とすることができます。

３　適用年月日
令和４年４月1日以降に積算する対象工事に適用

備考
　・本県にて推奨しているNECの情報共有システムについて12月２日（木）に画面リニューアルを予定しております。
　・情報共有システムの利用拡大や画面リニューアルについて、12月14日、22日、に受注者向けの研修会を予定しております。詳細については、以下URL（技術調査課ホームページ）にて、別途お知らせします。
　　http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-130/calshp/r3kensyu.html
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